
 

 

 

                                                                                

                                                                            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

す  こ  や  か 
一宮町立一宮中学校 

保健だより 第１号 

２０２３・４・６ 

 

令和５年度保健行事予定 

    ４月１０日（月） 身体計測・視力検査・聴力検査（２・３年生） 

メガネ・コンタクトを使っている生徒は，持ってきてください。耳をきれいにしてくる。 

     １１日（火） 身体計測・視力検査・聴力検査（１年生） 

     １３日（木） 歯科検診（ＳＲ・３年生）８：４０～ 

     １４日（金） 歯科検診（２年生）８：４０～ 内科検診（ＳＲ・１Ｄ・２年生）１３：３０～ 

     １７日（月） 歯科検診（１年生）８：４０～ 内科検診（１ＡＢＣ・３年生）１３：３０～ 

     ２０日（木） 尿検査一次（全学年）１９日に容器と説明書を配付します。 

 当日，欠席される場合は，何らかの方法で午前８時３０分までに学校に届けてください。 

 

 

２１日（金） ２０日に尿を忘れた生徒は、８時４０分までに直接 保健室まで届けてください。  

２４日（月） 眼科検診（全学年）１３：１０～ 

２５日（火） 心電図検査（１年生）１３：３０～ 

５月 ９日（火） 尿検査二次（一次疑陽・陽性者）８時４０分までに直接 保健室まで届けてください。 

スコリオ検査（１年生）１３：３０～  

１０日（水） 耳鼻科検診（２年生の一部）１３：３０～ 

６月２１日（水） 低線量Ｘ線検査（対象者のみ）１９日（火） 

  １０月 ２日（月） 小児生活習慣病（１年生）     ９：００～ 

貧血検査   （２年生・１年女子・３年女子） 

【健康診断未受診者について】 

学校保健安全法及び同施行規則で，６月３０日までに健康診断を実施することが義務付けられています。健康診断（内科

と歯科）を受けられなかった生徒は，校医さんの医療機関にて受診していただきます。受診については，平成２７年度より

保護者の方が引率となりました。後日「健康診断による未受診者の受診のお願い」（希望）をお渡しします。学校生活を送る

上で大切な健康診断です。体調を整えて休まず受けられるようにしてください。 

 

◎保健関係の提出物がたくさんあります。提出期限を守って必ず提出くださるようお願いします。その際，記入

もれや押印の確認をお願いします。 

【学校医・学校歯科医・学校薬剤師の紹介】 

〈内 科〉   秋場先生    米本先生   

〈眼 科〉   岡田先生    〈歯 科〉 植草先生  

〈耳鼻咽喉科〉スミス先生    〈学校薬剤師〉林 先生 
 

 

【欠席・遅刻について】 

◎ 欠席・遅刻をする場

合は，必ず学校に連絡

をお願いします。 

 

【尿検査】生理中のお子さんについては，後日連絡いたします。（容器は各自で保管しておいてください。） 

【歯科検診】 

◎朝食後の歯みがきを忘れないようにしましょう。 

【新型コロナウィルスの感染拡大防止のための確認書の提出について】 

◎確認書は、春休み前に配った４月の健康観察カードの裏面にある確認書をそのまま使います。健康診断（歯科・

内科・眼科・耳鼻咽喉科の）当日に記入して提出をお願いいたします。忘れた時と確認書に記載がない場合は、

確認のお電話をいたします。 

毎朝の健康観察をお願いします。体調不良の時は、家庭で休養させて、回復しない場合は医療機関受診をお勧めします。 


